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事業者の皆様へ

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などで
事業者は自らの責任において事業系ごみを適正に
処理しなければならないと定められています

会津若松市 市民部 廃棄物対策課

会津若松市の事業者の皆様
３Ｒ＋Renewableへのご協力を

お願いいたします

大切に使ってごみを減らしましょうReduce 発生抑制
使えるものは繰り返し使いましょうR euse 再 使 用

資源として再利用しましょうRecycle 再資源化

プラスチック製容器包装・製品の原料を、再生材や再生可能資源 
（紙、バイオマスプラスチック等）に切り替えましょう
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ゼロカーボンシティ会津若松宣言！
会津若松市は地球温暖化対策として、「2050年までので

きるだけ早い時期に、温室効果ガス排出量の実質ゼロ」を
目指し、「省エネの推進」、「電化の推進」、「再生可能エネル
ギーの地産地消の推進」、「３Ｒ＋Renewableの推進」をに取
り組みます。ごみの焼却や収集運搬等で、多くの温室効果ガスが発生
しますので、３Ｒ＋Renewableへのご協力をお願いいたします。


